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明
治
三
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争
(2) 

前

寺会

貞

男

四

論
争
の
意
義
と
限
界

明
治
三
二
年
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
『
東
京
経
済
雑
誌
』
の
「
寄
書
」
欄
上
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
「
財
産
時
価
〔
一
評
価
〕
損
益
処
分

法
に
関
す
る
〔
加
藤
〕
大
原
〔
両
〕
氏
と
愛
安
氏
と
の
論
争
」
は
純
利
益
に
つ
い
て
の
理
解
の
根
本
的
相
違
か
ら
生
じ
、
「
時
価
予
定
損
益

を
純
損
益
に
編
入
す
る
の
可
合
」
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
た
が
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
立
場
を
と
る
論
者
も

純
利
益
壱
そ
の
ま
ま
分
配
可
能
利
益
と
は
せ
ず
、
純
利
益
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
が
必
要
と
考
え
る
特
定
積
立
金
を
控
除
し
た
残
高
を
も
っ
て
分

配
可
能
利
益
と
し
て
い
た
点
で
あ
っ
た

そ
こ
で
、
こ
の
特
徴
点
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
簿
記
学
者
加
藤
吉
松
・
大
原
信
久
の
主
張
と
そ
れ
に
た
い
す
る
愛
安
生
(
ベ
ン
不
1

ムエ

な
る
商
法
学
者
の
反
論
壱
整
理
し
て
み
る
と
、
純
利
益
を
実
現
利
益
の
み
に
限
定
し
、
財
産
の
時
価
「
評
価
に
依
て
生
じ
た
る
損
益
を
純

損
益
に
編
入
す
る
の
不
可
な
ふ
」
こ
と
を
と
い
た
加
藤
1
大
原
は
「
純
益
分
配
の
所
に
於
て
〔
評
価
損
相
当
額
を
〕
時
価
予
定
損
失
積
立
金

と
h

ど
す
べ
き
で
あ
る
と
、
純
利
益
(
実
現
利
益
)
か
ら
評
価
損
相
当
額
を
控
除
し
た
残
高
壱
配
当
可
能
利
益
(
実
現
利
益
マ
イ
ナ
ス
評
価
損
〕

と
し
て
い
た
が
、

」
れ
に
た
い
し
、

実
現
利
益
と
未
実
現
の
評
価
損
益
と
の
間
に
本
質
的
区
別
を
設
け
ず
、
実
現
利
益
に
評
価
損
益
を

明
治
三
十
=
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争
例

第
九
十
四
巻

四
五

第
六
号
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損
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ノ1、

加
減
し
た
も
の
こ
そ
が
純
利
益
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
愛
安
生
は
「
予
は
財
産
の
時
価
手
定
損
益
を
純
損
益
に
加
ふ
る
こ
と
の
不
正
を
認

単
に
財
産
の
時
価
予
定
変
動
に
対
す
る
(
評
価
益
相
当
額
以
上
の
〕
準
備
〔
積
立
金
〕
の
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
壱
認
む
る
の
み
、
」

め
ず
、

と
、
純
利
益
(
実
現
利
益
プ
ラ
ス
評
価
益
マ
イ
ナ
ス
一
評
価
損
)
か
ら
「
将
来
に
於
け
る
時
価
の
下
落
若
し

と
き
」
の
た
め
に
評
価
「
差
益
の
外
に
別
に
・
:
・
若
干
の
準
備
」
積
立
金
を
控
除
し
た
浅
高
を
も
っ
て
分
配
可
能
利
益
(
実
現
利
益
マ
イ
ナ

*
 

ス
評
価
損
マ
イ
ナ
ス
ア
ル
フ
ァ
)
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

不
幸
に
し
て
原
価
以
下
に
降
る

明
治
三
二
年
の
評
価
損
益
論
争
後
約
二

O
年
を
経
過
し
た
大
正
七
年
に
中
画
新
兵
衛
は
「
棚
卸
評
価
損
益
金
の
処
分
に
関
す
る
私
見
」
と
題
し

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
提
案
を
し
た

U

* 棚
卸
〔
評
価
〕
に
h

際
し
て
〕
は
時
価
を
以
て
評
価
額
と
す
べ
き
も
の
に
し
て
、
之
に
依
っ
て
生
じ
た
差
額
は
損
失
又
は
利
益
と
し
て
其
期
の
負
担

と
せ
し
め
る
の
が
会
計
学
卜
よ
り
観
て
至
当
な
処
置
で
は
な
か
ろ
う
か
。
只
其
損
益
の
処
分
に
就
き
従
来
執
り
来
っ
た
方
法
が
面
白
か
ら
ざ
る
為

め
に
時
価
主
義
が
或
一
部
の
学
者
聞
に
非
難
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
『
時
価
』
が
元
価
よ
り
昂
騰
せ
し
場
合
、
其
超
過
額
を
利
益
と

し
て
計
算
し
処
分
す
る
の
は
財
産
の
輩
周
を
害
す
る
も
の
て
、
一
朝
不
況
に
遭
遇
し
之
を
売
却
す
る
の
己
む
な
き
に
至
っ
た
際
は
、
暴
に
計
算
処
分
せ

し
刺
益
は
忽
ち
に
損
失
と
化
し
去
る
の
不
条
理
あ
り
と
て
、
時
価
評
価
主
義
の
執
る
に
足
ら
ざ
る
を
一
笑
に
付
す
者
あ
れ
ど
、
余
の
葱
に
述
べ
ん

と
す
る
損
益
処
分
法
を
採
用
す
る
に
於
て
は
、
斯
く
の
如
さ
憶
慮
は
些
か
も
な
い
。
」
そ
れ
で
は
、
「
棚
卸
評
価
の
結
果
生
じ
た
損
益
金
を
如
r

何
に
取
扱

う
か
。
時
価
一
評
価
主
義
を
採
る
と
す
れ
ば
、
当
然
起
る
べ
き
問
題
は
即
ち
是
で
あ
る
。

A
季
の
評
価
損
益
は
B
季
に
繰
越
し
、

B
季
の
終
り
に
至
り
て

之
を
相
殺
す
、
市
し
て
吏
め
て
B
事
の
評
価
損
益
を
計
算
の
上
之
を
C
季
末
迄
保
留
し
て
置
く
の
で
あ
る
。

倒一

A
季
の
決
算
に
於
て
棚
卸
評
価
を
時
価
に
て
為
し
た
る
為
め
純
利
益
金
五
千
円
な
れ
ど
、
之
を
原
価
に
よ
り
て
評
価
す
る
時
は
純
益
金
四
千

円
に
し
て
、
即
ち
其
評
価
益
金
は
金
壱
千
円
な
り
と
仮
定
す
る
。
而
し
て

A
季
元
帳
締
切
に
際
し
て
は
時
価
に
拠
り
た
る
も
の
を
以
て
A
季

の
純
益
金
と
す
る
。
而
し
て
此
純
益
金
五
千
円
の
処
分
に
際
し
て
は
評
価
益
金
た
る
壱
千
円
は

(
借
方
)
損
益
壱
千
円
(
貸
方
〉
繰
越
一
評
価
益
金
壱
千
円
と
し
て
B
季
に
繰
越
す
。
而
し
て
B
季
末
の
純
益
を
算
出
す
る
以
前

|
1損
益
算
出



に
際
し

l
L

(
借
方
)
繰
越
評
価
益
金
壱
千
円

不合

ハ
借
方
)
損
益
金
千
弐
百
円
(
貸
方
)
繰
越
評
価
益
金
壱
千
弐
百
円

例
二
反
対
に
許
価
損
失
を
来
た
し
た
際
に
は
評
価
損
金
壱
千
円
と
し
て
之
を
後
季
迄
保
留
す
る
に
は

(
借
方
)
繰
越
評
価
損
金
壱
千
円
(
貸
方
〕
損
益
壱
千
円

と
な
り
、
即
ち
、
例
一
の
場
合
と
全
然
反
対
の
姿
を
表
は
す
の
で
あ
る
。
」

右
の
中
西
の
提
案
「
の
主
旨
は
之
〔
コ
フ
エ
ロ
〕
と
同
様
で
あ
っ
た
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
加
藤
i
大
原

I
コ
フ
エ
ロ
の
提
案
と
比
較
検
討
し

て
み
る
と
、
大
同
小
異
以
上
の
相
違
を
も
っ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
愛
安
生
の
そ
れ
と
も
ち
が
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
中
西
は
、
時
価
評
価

を
し
て
l
!こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
加
藤
l
大
原

I
コ
フ
エ
ロ
な
ら
び
に
愛
安
生
と
同
じ
|
|
ま
ず
評
価
損
誌
を
包
括
し
て
純
刺
金
(
実
現
利
益

プ
ラ
ス
評
価
益
マ
イ
ナ
ス
評
価
損
)
を
求
め
|
|
こ
こ
ま
で
は
愛
安
生
と
同
じ
1
i、
L
A
r
-
G
の
ち
、
こ
の
純
利
益
か
ら
評
価
損
益
号
取
除
い
た
残
高

を
も
っ
て
分
配
可
能
利
益
(
実
現
利
益
)
と
す
む
処
理
法
を
す
す
め
て
た
た
か
ら
で
あ
る
。

〈
貸
方
)
損
益
帯
千
円

と
し
て
相
殺
を
為
し
、

B
季
の
純
益
決
定
後
英
一
許
価
益
金
培
千
弐
百
円
あ
り
と
す
れ

と
す
る

以
上
要
す
る
に
、
加
藤

l
大
原
と
愛
安
生
は
商
法
の
評
価
規
定
に
し
た
が
い
時
価
評
価
し
た
場
合
に
生
ず
呂
評
価
損
益
を
純
損
誌
に
含

め
る
べ
き
か
ど
う
か
を
め
ぐ
ワ
て
す
る
ど
く
対
立
し
た
が
、
分
配
可
能
利
益
の
理
解
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
意
見
の
喰
違
い
壱
見
せ
な
か

っ
た
。

し
い
て
違
い
を
指
摘
す
る
と
、
愛
安
生
の
考
え
て
い
た
分
配
可
能
利
益
の
方
が
マ
イ
ナ
ス
ア
ル
フ
ァ
l
分
だ
け
圧
縮
ぎ
れ
て
い
た

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
い
い
か
え
る
と
、
論
争
参
加
者
は
い
ず
れ
も
表
面
的
に
は
商
法
の
評
価
規
定
宇
尊
重
し
て
時
価
評
価
を
し
つ
つ
、
そ

の
裏
面
に
お
い
て
原
価
時
価
比
較
低
価
(
大
原
U

加
藤
の
場
合
)
ま
た
そ
れ
よ
り
も
若
干
下
ま
わ
る
価
格
〈
愛
安
生
の
場
合
)
で
も
っ
て
評
価

し
た
と
同
じ
保
守
的
な
分
配
可
能
利
益
号
導
き
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
低
配
当
政
策
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
と
す
る

と
、
時
価
主
義
を
と
っ
た
場
合
に
生
ず
る
評
価
損
益
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
論
争
参
加
者
の
聞
に
分
裂
が
み
ら
れ
た
が
、
分
配
可
能
利
益

明
治
三
十
ご
年
商
法
と
評
価
損
益
扇
苧

ω

第
九
十
四
巻

四
五

第
六
号

コL



第
六
号

を
低
価
主
義
(
犬
原
N

加
藤
の
場
合
)
ま
た
は
低
価
以
卜
主
義
(
愛
安
生
の
場
合
)
に
よ
っ
た
と
同
じ
額
へ
圧
縮
す
h
こ
と
に
よ
っ
て
、
評
価

明
治
一
二
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争

ω

第
九
十
四
巻

回
宜
四

。

益
(
ま
た
は
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
1
)
配
当
阻
止
論
を
わ
が
国
で
は
じ
め
て
う
ち
だ
す
た
め
に
、

こ
の
論
争
の
歴
史
的
「
意
義
L

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

論
争
参
加
者
は
完
全
に
協
力
し
て
い
た
所
に
、

こ
れ
に
た
い
し
、
さ
き
に
引
用
し
た
中
西
の
提
案
に
お
い
て
は
、
表
面
的
に
は
時
価
主
義
に
よ
り
な
が
ら
、
加
藤
U

大
原
や
愛
安
生
の
場
合
と

こ
と
担
り
、
実
質
的
に
は
原
価
主
義
に
よ
っ
た
と
同
じ
分
配
可
能
刺
益
を
導
き
だ
す
処
理
訟
が
と
ら
れ
て
い
た
。

* 
も
ち
ろ
ん
、
右
の
場
合
、
時
価
主
義
が
正
し
い
と
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
論
争
参
加
者
の
統
一
見
解
は
真
の
意
味
で
の
低
価
主
義

ま
た
は
低
下
以
下
主
義
の
評
価
論
で
は
な
か
っ
た
し
、

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、
同
じ
く
評
価
益
(
プ
ラ
λ

ア
ル
フ
ァ
!
)
阻
止
論
で
は
あ
る
が
、
低
価
主
義
ま
た
は
低
価
以
下
主
義

を
基
礎
に
お
く
も
の
と
ち
が
っ
て
、
低
価
ま
た
は
低
価
以
下
で
評
価
し
た
と
同
じ
分
配
可
能
利
益
を
求
め
る
前
に
-
段
階
を
設
け
て
、
ま

ま
た
そ
れ
に
も
と
ず
く
評
価
益
(
ま
た
は
プ
ヲ
ス
ア
ル
フ
ァ
1
)

配
当
阻
止
論
で
は

ず
評
価
損
益
軒
排
除
ま
た
は
包
摂
し
て
純
利
益
を
確
定
し
て
お
く
と
い
う
二
段
構
え
の
も
の
に
な
ら
さ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同

じ
く
評
価
益
(
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
l
)
配
当
旧
止
論
を
う
ち
だ
す
な
ら
、

は
じ
め
か
ら
低
価
主
義
ま
た
は
低
下
以
下
主
義
を
と
っ
て
い
れ
ば
、

こ
の
よ
う
に
純
利
設
と
分
配
可
能
利
益
を
分
け
る
必
要
は
な
く
、
後
者
の
意
味
で
前
者
も
ま
た
統
一
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
た
め
に
は
、
そ
「
ノ
時
ニ
於
ケ
ル
価
格
ヲ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
見
」
と
し
て
い
た
商
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
改
正
ま
た

は
少
く
〉
一
も
解
釈
の
変
更
を
す
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
こ
主
で
考
え
ず
、
あ
く
ま
で
も
時
価
評
価
号
法
の
要
請
と
し
て
受
取
っ
て
、

そ
と
か
ら
一
歩
も
同
な
か
っ
允
と
と
ろ
に
、
配
当
を
実
現
利
益
マ
イ
ナ
月
評
価
損
相
当
額
ま
た
は
そ
れ
以
下
に
お
さ
え
る
評
価
益
(
ま
た

は
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
1
〉
配
当
阻
止
論
壱
わ
が
国
で
は
じ
め
て
う
ち
だ
し
た
評
価
損
益
論
争
の
「
限
界
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

、
内
ノ
。



し
か
し
、

論
争
参
加
者
を
ふ
く
め
て
当
時
の
簿
記
学
者
や
商
法
学
者
の
努
力
目
標
が
評
価
益
(
ま
た
は
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
I
)
配
当
阻
止

の
論
拠
ず
け
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
彼
等
の
評
価
論
が
時
仙
主
義
か
ら
低
価
主
義
ま
た
は
低
下
以
上
主
義
へ
移
行
す
る
の
は
時
間

の
問
題
で
あ
っ
た
。
事
実
、
簿
記
学
者
と
し
て
論
争
に
参
加
し
た
大
原
は
明
治
三
瓦
年
第
一
六
回
常
国
議
会
に
お
け
る
「
商
法
中
改
正
法

律
案
の
否
決
」
を
契
機
と
し
て
立
法
論
と
し
て
低
価
主
義
を
主
張
し
、

一
方
、
商
法
学
者
の
中
に
も
、

「
株
式
会
社
東
一
息
株
式
取
引
所
が
、

明
治
三
十
四
年
の
上
半
期
の
決
算
に
、
其
所
有
の
家
屋
を
時
価
以
下
に
見
積
り
て
財
産
目
録
壱
作
り
た
・
〔
る
所
〕
此
行
為
が
遂
に
法

律
上
の
問
題
と
払
」
っ
た
の
で
、
こ
れ
壱
契
機
と
し
て
、
一
八
九
七
年
(
明
治
三
O
年
〕
の
ド
イ
ツ
商
法
第
四
十
条
に
お
け
る
「
時
価
ヲ
付

ス
へ
キ
旨
ノ
規
定
即
チ
所
謂
貸
借
対
照
表
真
実
ノ
原
則
ハ
相
対
的
ノ
モ
ノ
ェ
シ
テ
時
価
以
下
ノ
評
価
ハ
原
則
ト
ジ
テ
之
ヲ
為
見
ヲ
妨
ケ
サ

u
 

ル
コ
ト
ヲ
詳
論
γ
」
た
「
ノ
イ
カ

γ
プ
」
の
説
壱
導
入
し
て
、
解
釈
論
と
し
て
時
価
以
卜
主
義
を
と
り
、

ま
た
「
立
法
論
ト

γ
テ
〔
低
価

主
義
を
と
な
え
、
さ
ら
に
〕
独
商
法
〔
第
二
百
六
中
一
条
〕
ノ
如
ク
株
式
会
社
ノ
財
産
目
録
一
一
付
テ
商
法
中
ニ
例
外
規
定
ヲ
設
ケ
営
業
-
一
供
用

ス
ル
固
定
財
産
ト
其
他
ノ
財
産
ト
ヲ
分
チ
テ
規
定
ヲ
為
γ
固
定
財
産
エ
ハ
時
価
一
一
関
係
ナ
グ
〔
原
価
マ
イ
ナ
ス
減
価
に
よ
り
〕
之
カ
価
格
ヲ

付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
へ
キ
モ
ノ
ト

γ
其
他
ノ
財
産
ユ
ハ
時
価
ノ
外
尚
ホ
買
入
価
格
ヲ
最
高
限
度
額
ト
シ
〔
低
価
以
下
主
義
に
よ
り
〕
之
カ
価
格

ヲ
付
ス
へ
キ
そ
ノ
ト
セ

γ
コ
ト
ヲ
主
張
ス
ル
者
」
が
で
て
き
た
。

」
の
よ
う
な
論
争
後
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
以
下
章
を
わ
け
て
、

「
論
争
の
遺
産
1
l
i
簿
記
学
者
の
低
価
主
義
へ
の
移
行
」

「
論
争
後

史
1

i
商
法
学
者
に
よ
る
ノ
イ
カ
Y
デ
説
の
導
入
L

と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う

u

川
W

『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
=
一
二
年
一

O
月
一
一
一
日
号
、
八
七
九
頁
。

N
W

犬
原
慣
久
「
財
産
目
録
調
製
の
際
時
価
予
定
揖
益
を
純
損
益
に
編
入
す
る
の
可
否
を
諭
す
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
一
三
一
年
八
月
二
六
日
号
、
四
五
五
貰
。

ω
加
藤
古
松
「
愛
安
生
に
答
ふ
」
『
東
京
世
帯
雑
誌
』
明
治
三
二
年
九
月
一
ハ
日
号
、
六
一
回
頁
。

明
治
三
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争

ω

第
九
十
四
巻

四
五
五

第
六
号



明
治
一
干
=
空
商
法
と
許
価
損
義
嗣
争
叫

第
九
十
四
巻

四
五
六

第
六
号

川
刊
大
原
、
前
掲
論
文
、
四
五
八
買
。

M
W

愛
安
生
「
財
産
時
価
予
定
損
益
の
也
分
世
に
関
し
大
原
信
久
氏
に
質
す
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
一
二
三
年
九
月
二
日
号
、
五
0
=
一
貫
。

伺
愛
安
生
「
加
藤
大
原
両
氏
の
財
産
時
価
損
益
処
分
法
を
駁
す
」
『
東
京
経
宵
雑
誌
』
明
治
一
ニ
一
一
年
一

O
月
一
一
一
日
号
、
八
七
九
弓

の
右
掲
論
文
、
八
七
九
宜
。

同
問
中
西
哲
且
(
荷
「
棚
卸
評
価
損
益
の
処
分
に
関
す
る
私
見
付
」
『
会
計
』
大
正
七
年
一
月
号
、
主
=
五
一
二
頁
。

仰
右
指
論
文
、
泊
三
五
五
頁
。

側
太
田
哲
一
一
一
『
合
計
学
概
論
L

昭
和
七
年
、
六
三
頁
。

H
W

大
原
信
久
一
商
法
中
改
正
法
律
事
の
否
決
に
就
て
」
寸
法
樟
新
聞
』
明
治
三
五
年
三
月
三
一
日
号
、
一
一
頁
。

同
問
犬
原
信
久
「
肘
産
目
提
貸
惜
対
照
表
に
関
す
る
岡
野
博
士
吉
川
市
を
読
む
」
『
法
律
新
聞
』
明
治
四
三
年
七
月
一
五
日
号
、
六
頁
。

同
松
本
震
治
『
向
法
原
論
』
明
治
三
七
年
、
二
=
一
O
頁
。
ノ
イ
カ

γ
プ
説
に
つ
い
て
は
、
津
守
官
弘
「
ド
イ
ツ
静
態
語
と
秘
密
積
立
金
|
|
シ
ユ
マ

I
ν

リ
ノ
バ
ッ
ハ
動
態

論
の
科
学
的
評
価
の
問
題
に
関
連
し
て
」
可
立
命
間
経
営
学
』
昭
和
三
八
年
八
月
号
、
二
五
六
二
六
一
耳
、
書
照
。

同
松
本
、
前
掲
書
、
二
二
二
頁
。
松
本
一
時
治
「
財
産
日
韓
ニ
記
載
ス
ヘ
キ
財
産
亙
ヒ
其
評
価
ヲ
論
ス
」
『
法
学
志
林
』
明
治
三
七
年
一

O
月
号
、
二
九
一
二

O
貰。

五

論
争
の
遺
虚
|
[
簿
記
学
者
の
低
価
主
義
へ
の
移
行

以
上
「
発
端
」

「
展
開
」

「
意
義
と
限
界
」
と
い
う
順
で
考
察
し
て
き
た
「
財
産
時
価
損
益
処
分
法
に
関
す
る
戸

論
ネ
」
に
一
方
の

雄
と
し
て
活
躍
し
た
簿
記
学
者
大
原
信
久
は

「
財
産
目
録
調
製
に
関
す
る

問
題
に
就
て
は
」
論
争
へ
の
参
加
以
外
に
「
明
治
三
十

三
年
来
商
法
〔
評
価
規
定
〕
の
不
備
並
に
欠
点
壱
新
聞
に
雑
誌
に
又
は
社
会
の
輿
論
に
訴
え
て
盛
ん
に
当
局
者
の
注
意
を
促
し
、

は
〔
商
法
改
正
建
議
案
主
帝
国
議
会
に
提
出
せ
し
め
、
以
て
商
法
改
正
の
是
を
乱
」
い
て
い
た
が
、
明
治
三
五
年
「
第
十
六
回
帝
国
議
会

、

或

h
k

衆
議
院
議
員
高
須
賀
穣
氏
の
提
出
し
た
る
「
会
社
は
財
産
の
価
格
変
動
よ
り
生
じ
た
る
利
益
は
之
を
担
当
す
る
こ
と
合
得
ず
但
共
財
産



価
格
の
変
動
よ
り
生
じ
た
る
損
失
若
〈
は
資
本
の
欠
損
を
填
補
す
る
は
比
限
に
在
ら
ず
」
と
の
一
項
を
商
法
第
六
十
七
条
及
第
百
九
十
五

一
項
〔
「
会
社
ハ
損
失
ヲ
填
補
γ
タ
ル
後
二
非
サ
レ
〈
利
益
ノ
配
当
ヲ
為
ス
ヨ
ト
ヲ
得
ス
」
お
よ
び
「
会
社
(
損
失
ヲ
損
補
V
且

定
〕
準
備
金
ヲ
控
除
シ
タ
ル
後
日
一
非
サ
レ
ハ
利
益
ノ
配
当
ヲ
為
λ

コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
い
う
規
定
〕
の
次
に
加
丸
」
る
商
法
中
改
正
法
律
案
は
大
原
が

の

*

「
従
来
・
熱
心
に
主
張
し
た
る
処
の
商
法
第
二
十
六
条
の
不
備
を
補
う
」
も
の
で
あ
っ
た
。

条
の
〔
各
第
〕

法

大
原
は
す
で
に
『
東
洋
経
済
新
報
』
明
治
三
二
年
一
一
一
月
二
五
日
号
へ
の
寄
稿
「
商
法
の
欠
点
を
諭
す
」
に
お
い
て
、

「
商
法
第
二
十
六
条
に
よ
れ
は
、
商
人
及
び
会
社
は
毎
決
算
に
際
し
、
財
産
目
録
壱
調
製
す
る
に
当
り
て
は
、
其
当
時
の
価
格
歩
付
す
る
こ
と
を
規

定
し
た
り
、

a

其
結
果
と
し
て
如
何
な
る
現
象
を
顕
す
か
を
見
れ
は
仮
令
は
或
会
社
に
て
三
十
万
円
の
不
動
産
及
ひ
株
券
を
所
有
し
、
決
算
期
に
際

し
て
所
有
財
産
か
騰
貴
し
て
=
一
十
五
万
円
の
価
値
壱
有
し
た
り
と
せ
ん
か
、
会
社
は
財
産
の
上
に
於
て
、
明
か
に
五
万
円
の
増
価
争
示
し
、
之
れ
を
利

益
と
見
倣
す
時
は
、
勢
ひ
之
れ
を
配
当
す
る
に
至
る
ベ
し
、
而
し
て
之
れ
巷
配
当
す
る
に
は
必
す
自
己
の
資
産
の
一
部
を
以
て
之
れ
に
充
る
か
、
又
は

他
よ
り
借
入
れ
て
配
当
せ
ざ
る
べ
か
ら
す
、
資
産
を
減
し
或
は
負
債
に
位
て
配
当
す
る
も
実
際
に
得
た
る
利
益
な
れ
は
毒
も
差
問
な
し
然
る
に
此
等
は

実
際
の
も
の
に
非
さ
札
は
他
日
次
季
の
決
算
に
歪
日
一
朝
所
有
財
産
の
価
格
下
落

υ
た
る
時
は
果
し
て
如
何
ん
、
前
に
不
当
の
配
当
を
し
資
産
を
減
し

た
る
結
果
、
会
社
は
遂
に
救
ふ
可
か
ら
さ
る
の
悲
境
に
揺
ら
さ
る
号
得
F
、
近
時
詩
会
社
中
往
々
破
産
に
辛
り
た
る
真
相
を
調
ふ
れ
は
主
と
し
て
比
に

起
因
せ
さ
る
者
年
な
り
、

4陪要
す
る
に
此
等
の
弊
害
は
、
商
法
か
之
に
対
し
て
何
等
の
規
定
を
制
せ
す
し
て
放
任
し
た
る
結
果
し
仁
云
は
ざ
る
可
か
ら
す
」

と
、
「
法
律
の
不
協
」
を
つ
い
て
い
た
が
、
こ
れ
を
う
け
て
高
須
賀
衆
議
院
議
員
は
商
法
中
改
正
法
律
案
の
提
案
理
由
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

た

「
此
案
ハ
商
法
ノ
箇
条
ノ
修
正
ト
申
ジ
マ
ス
ヨ
リ
モ
、
寧
P

商
法
ノ
不
備
ナ
ル
点
即
チ
厄
ラ
ザ
ル
所
ヲ
補
ヒ
タ
イ
ト
云
7
案
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
走
マ

デ
会
社
ト
カ
、
或
ハ
銀
行
ト
カ
云
ヒ
マ
ス
ル
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ガ
、
普
通
ノ
収
入
即
此
営
業
カ
ラ
得
タ
所
ノ
収
入
デ
ナ
ク
シ
テ
、
或
ハ
家
屋
ト
カ
其
銀

行
ニ
嵐
シ
テ
居
ル
所
ノ
地
所
ト
カ
云
フ
、
或
ハ
株
金
ト
カ
云
ア
モ
ノ
ヲ
〔
買
入
価
格
よ
り
〕
見
積
ヲ
高
夕
立
テ
、
サ
ウ
シ
テ
普
通
ノ
営
業
収
入
ト
一
緒

明
治
三
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争
例

第
九
十
四
書

四
豆
七

第
六
号



明
治
三
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争
帥

第
九
十
四
巻

四
ヰ
八

第
六
号

回

ミ
之
ヲ
株
主
一
一
配
当
ス
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ

t
ヲ
致
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
デ
斯
様
ナ
ル
コ
ト
ハ
、
将
来
其
地
所
ト
カ
或
ハ
家
屋
ト
云
プ
モ

ノ
ヵ
、
文
下
落
久
ル
ト
キ
ガ
ア
ル
カ
モ
知
レ
ヌ
ノ
デ
プ
リ
マ
メ
、
今
日
ノ
決
算
デ
て
高
ク
見
積
ヴ
テ
モ
不
都
合
P

ナ
イ
ノ
デ
ア
り
マ
ス
ガ
、
或

ハ
次
ノ
決
算
一
一
至
y

テ
ハ
、
是
ガ
下
落
ス
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
、
不
辛
ヲ
見
ル
ノ
デ
ア
ル
、
ソ
レ
故
↑
一
本
員
ハ
比
地
所
ト
カ
或
ハ
家
屋
ト
カ
ト
云
フ
ヤ
ウ

ブ
モ
ノ
〔
の
価
格
変
動
か
ら
生
じ
た
利
益
〕
ハ
、
普
通
ノ
即
チ
営
業
収
入
ノ
中
ニ
加
入
ヲ
致
γ
マ
セ
ズ
シ
テ
、
唯
貸
借
対
照
表
ノ
中
ニ
ハ
勿
論
加
へ
テ

宜
シ
ウ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ガ
、
損
益
ノ
計
算
ノ
中
ニ
加
へ
テ
、
株
主
一
一
配
当
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
宜
シ
ク
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト
カ
ヲ
シ
テ
、
此
案
ヲ
提
出
V

タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
斯
様
一
一
致
シ
マ
ス
レ
バ
、
恋
一
フ
ク
ハ
会
社
モ
亦
銀
行
モ
輩
閏
ニ
ナ
ル
デ
ア
一
フ
ウ
、
文
株
主
モ
是
デ
以
テ
安
心
ス
ル
デ
一
ノ
ラ
ウ
ト
一
z

y
考
デ
ア
リ
マ
久
、
L

ψ
平

該
案
は
委
員
会
に
於
て
ハ
「
一
人
ノ
賛
成
者
モ
ナ
グ
シ
テ
L
]

否
決
せ
ら
れ

E
議
事
日
程
に
上
る
や

少
数
に
て
否
決
の
運
命
に
陥
れ
り
」

「
然
る
に

採
決
の
結
果
は

「
当
時
政
府
委
員
は
極
力
高
須
賀
案
に
反
対
し
た
り
し
な
h
、L
す
な
わ
ち
「
第
十
六
回
帝
国
議
会
に
於
て
時
の
政
府
委
員
た
り
し
〔
東
京
帝
国

大
学
法
科
大
学
教
援
〕
抽
訴
法
郎
氏
」
は
「
高
須
賀
穣
氏
の
商
法
修
正
案
に
反
対
し
て
日
は
く
理
論
上
よ
り
す
れ
は
価
格
騰
貴
よ
り
生
じ
た
る
利
益
は

之
を
配
当
す
る
も
害
な
し
と
一
Z

ふ
こ
と
を
得
る
な
り
殊
に
商
品
の
如
き
に
至
り
て
は
之
を
売
却
ナ
れ
は
直
に
金
銭
に
変
ず
べ
き
も
の
な
れ
ど
も
之
を
売

却
す
へ
き
時
期
が
決
算
期
迄
に
到
来
せ
ざ
る
為
に
之
を
時
価
に
見
積
り
其
刺
益
を
目
当
す
る
は
至
当
に
し
て
之
を
配
当
ナ
べ
か
ら
ず
と
云
ふ
は
全
〈
理

由
な
き
こ
と
な
り
と
(
明
治
三
十
五
年
二
月
十
九
日
衆
議
院
委
員
会
会
議
録
〉
」
そ
の
た
め
、
「
商
法
中
改
正
法
律
案
ノ
委
員
会
ハ
一
人
ノ

賛
成
者
モ
ナ
ク
シ
テ
、
胃
吃
集
ハ
否
決
セ
ラ
レ
タ
ノ
デ
」
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
提
案
者
た
る
高
須
賀
衆
議
院
議
員
は
「
特
別
委
員
会
一
一
於
テ
否
決
ユ
ナ
ず

タ
報
告
一
一
反
対
」
し
、
そ
の
理
由
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
た
。

「
何
故
一
一
価
格
変
動
カ
ラ
生
ジ
タ
所
ノ
利
益
ヲ
、
配
当
ス
ル
コ
ト
ガ
宜
ク
ナ
イ
カ
ト
云
フ
ナ
ヲ
パ
、
先
ゾ
第
一
エ
元
来
此
会
社
方
創
立
ス
ル
所
ノ
目

的
ハ
、
決
シ
テ
其
財
産
ノ
価
額
ノ
変
動
カ
フ
生
ジ
タ
所
ノ
利
益
ヲ
、
配
当
ス
ル
ト
云
フ
目
的
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
会
社
カ
抑
k

創
立
ヲ
致
シ

マ
ス
ル
ト
キ
ニ
ハ
、
必
ズ
営
業
収
入
カ
ラ
、
得
タ
所
ノ
利
益
ヲ
配
当
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
、
主
タ
ル
所
ノ
目
的
ト
為
ッ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
是

b年



カ
本
員
ノ
反
対
ヲ
致
V
マ
ス
ル
一
附
ノ
第
一
ノ
理
由
デ
プ
リ
マ
ス
、
ソ
V
カ
ラ
第
一
一
ニ
、
其
地
所
家
屋
ヲ
財
産
ト
シ
テ
有
月
ル
問
ハ
、
既
一
一
地
所
ナ

ラ
地
所
、
宗
屋
ナ
ラ
家
屋
ト
云
7

そ
ノ
ハ
、
処
分
ヲ
致
シ
マ
ス
レ
パ
変
動
ヲ
致
シ
マ
セ
ヌ
ケ
レ
ド
モ
、
マ
ダ
財
産
}
シ
テ
其
モ
ノ
ガ
存
在
シ
テ
居
ル
間

ト
云
プ
モ
ノ
ハ
、
決
算
期
ニ
一
万
円
ノ
モ
ノ
デ
ア
ル
毛
ノ
刀
、
明
日
一
万
二
千
円
ニ
ナ
ル
カ
、
或
ハ
ソ
レ
ガ
八
千
円
一
一
ナ
ル
カ
分
ラ
ヌ
ト
云
ァ
、

他
額
l
一
広
フ
モ
ノ
ノ
変
動
ガ
甚
シ
イ
ノ
デ
ア
り
マ
ス
、
ソ
レ
故
ニ
比
ノ
如
ク
価
額
ノ
変
動
カ
ヲ
生
ズ
ル
所
ノ
モ
ノ
ヲ
利
益
ノ
中
L

入
レ
テ
、
配
当
ス
ル

ー
云
ア
コ
ト
ハ
、
宜
グ
ナ
イ
l
云
フ
ノ
ガ
第
二
ノ
理
由
デ
ア
り
マ
ス
、
第
一
二
ニ
ハ
、
即
チ
此
営
業
ノ
利
益
ナ
ル
モ
ノ
ハ
単
独
一
一
配
当
見
片
コ
ト
ガ
出
来

ル
性
質
ヲ
持
ッ
テ
居
ル
、
即
ブ
辺
二
営
業
カ
ラ
得
タ
所
ノ
収
入
デ
ゴ
ザ
イ
マ
九
ル
ナ
一
フ
パ
、
其
外
ノ
財
産
一
一
依
ラ
ズ
シ
テ
、
即
チ
単
独
エ
之
ヲ
配

当
ス
ル
ト
一
Z

フ
コ
ト
ガ
、
直
チ
ニ
出
来
ル
ノ
デ
ア
ル
、
併
ナ
ガ
ラ
地
所
ト
カ
家
屋
ト
カ
云
フ
モ
ノ
〔
の
価
格
変
動
よ
り
生
じ
た
る
利
益
〕
円
、
一
ノ
空

刺
一
一
過
ギ
ナ
バ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
カ
ラ
、
配
当
ス
ル
ヲ
ト
ガ
出
来
ヌ
性
質
ヲ
持
y

テ
居
ル
ノ
プ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
是
ガ
反
対
ヲ
ス
ル
第
三
ノ
理

由
デ
ア
リ
マ
ス
」

こ
の
よ
う
に
「
明
治
三
十
五
年
の
第
イ
六
回
帝
国
議
会
に
衆
議
院
議
員
高
須
賀
穣
氏
は
改
正
案
を
提
出
し
た
り
〔
し
が
〕
同
案
は
衆
議

院
に
於
て
否
決
せ
ら
た
」
の
で
、
そ
の
後
八
カ
月
経
過
し
た
明
治
三
五
年
一

O
月
に
『
法
律
新
聞
』
お
よ
び
『
東
京
経
済
雑
誌
』
に
寄
せ

た
同
文
の
「
財
産
目
録
調
製
に
就
て
商
法
修
正
意
見
」
で
、
大
原
は
、
は
じ
め
て
、
こ
れ
ま
で
の
、
法
の
要
請
と
し
て
時
価
評
価
を
受
入

れ
る
が
、
評
価
益
の
配
当
を
阻
止
す
る
独
自
の
処
理
法
を
も
っ
て
の
ぞ
む
法
従
属
的
評
価
益
配
当
阻
止
論
の
立
場
を
す
て
、
評
価
益
の
配

当
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
計
上
さ
え
自
動
的
に
阻
止
で
き
る
よ
う
、

つ
ぎ
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
商
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
但
書
を
付
加

え
て
、
評
価
規
定
自
体
を
低
価
主
義
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

「
現
行
商
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
日
く
「
財
産
目
録
に
は
動
産
、
不
動
産
、
債
権
其
他
の
財
産
に
其
目
録
調
製
の
時
に
於
け
る
価
格

を
付
す
こ
と
を
要
す
」
と
あ
り
・

然
れ
は
会
社
と
個
人
と
を
聞
は
す
苛
も
毎
期
決
算
を
為
す
に
際
し
て
は
其
財
産
に
対
し
て
一
々
之
に

時
価
壱
付
し
て
決
算
を
為
す
へ
き
も
の
に
し
て
其
財
産
か
騰
貴
し
た
る
場
合
に
原
価
を
付
す
る
こ
と
な
く
し
て
騰
貴
し
た
る
価
格
を
付
し

明
治
三
十
一
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争

ω

第
九
十
四
巻

四
五
九

第
六
号

五



明
治
一
二
十
二
隻
商
法
と
評
価
損
益
論
争

ω

第
九
十
四
巻

同
六

O

第
六
号

ノ、

之
よ
り
生
す
る
利
益
を
配
当
す
る
も
敢
て
法
律
上
違
反
に
非
さ
る
な
り
然
り
と
雄
も
之
か
配
当
を
為
し
後
日
に
至
り
て
其
価
格
低
落
し
た

る
場
合
に
於
て
は
大
な
る
損
失
を
招
く
こ
と
あ
る
へ
し
是
れ
財
産
騰
貴
の
場
合
に
於
け
る
時
価
を
付
す
る
よ
り
来
れ
る
弊
害
に
非
す
し
て

何
そ
や
、

現
に
我
商
法
の
母
法
た
る
独
逸
商
法
に
も
若
し
決
算
を
為
す
場
合
に
其
財
産
か
原
価
よ
り
騰
貴
せ
る
と
き
は
必
す
〔
最
高
限
〕

其
原
価
に
依
る
へ
し
と
の
規
定
あ
る
を
認
む
(
独
逸
商
法
第
二
百
六
拾
-
条
一
号
乃
至
六
号
参
照
)
る
に
於
て
お
や
、
a

以
上
述
へ
た
る
弊
害
の
因
て
生
す
る
原
因
は
只
該
二
項
か
財
産
の
騰
貴
し
た
る
場
合
に
も
之
を
適
用
し
得
ら
る
t
h

の
結
果
に
外
な
ら
す

故
に
之
か
予
防
策
を
講
せ
す
し
て
之
壱
等
閑
に
付
し
置
か
は
会
社
及
ひ
一
個
商
人
の
不
利
益
と
な
る
の
み
な
ら
す
延
て
は
一
腹
経
済
社
会

の
安
寧
壱
害
す
る
に
至
る
へ
し
諭
し
て
葱
に
至
れ
は
該
二
項
か
即
ち
不
備
の
法
文
な
る
こ
と
は
畳
に
疑
ふ
へ
か
ら
さ
る
こ
と
な
ら
す
や
故

に
該
二
項
の
不
備
を
補
足
す
る
為
め
に
但
書
を
加
ふ
れ
は
前
述
の
如
き
弊
害
は
決
し
て
生
せ
さ
る
な
り
其
但
書
は
左
の
如
し

該
二
項
の
要
す
と
の
下
に
「
但
し
買
入
価
格
、
製
造
価
格
、
払
込
金
額
及
ひ
実
費
決
算
額
を
超
ゆ
る
こ
と
を
得
す
」
(
明
治
=
一
十
=
一
年

逓
信
省
令
第
三
十
二
号
私
設
鉄
道
株
式
会
社
会
計
準
則
第
九
条
一
号
二
号
参
照
)
而
し
て
該
二
項
を
其
偉
に
存
在
し
置
く
の
理
由
は
財
産

の
価
格
か
下
落
し
た
る
場
合
に
於
や
は
事
も
弊
害
な
く
絶
対
に
必
要
わ
か
条
項
わ
り
山
(
傍
点
|
高
寺
)

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
大
原
の
商
法
修
正
意
見
は
、
彼
の
当
初
の
「
商
法
改
正
建
議
案
」
に
そ
い
高
須
賀
衆
議
院
議
員
に
よ
り

「
第
十
六
議
会
に
於
て
否
決
せ
ら
れ
た
」
の
号
契
機
と
し
て
、
低
価
主
義
へ
と
移
行
し
た
が
、
こ
れ

提
案
さ
れ
た
商
法
中
改
正
法
律
案
が

を
も
っ
て
大
原
の
見
解
が
根
本
的
に
変
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
評
価
損
益
論
争
の
段
階
に
お
け
る
大

原
の
主
張
は
、
表
面
的
に
は
あ
く
ま
で
商
法
の
評
価
規
定
に
そ
い
時
価
評
価
を
す
る
が
、
そ
の
裏
で
は
そ
こ
に
生
ず
る
評
価
損
益
を
純
損

益
に
含
め
ず
、
実
現
利
益
の
み
を
純
利
益
と
し
て
l

|
つ
ま
り
、
原
価
主
義
に
よ
っ
た
場
合
と
同
じ
純
利
益
を
算
出
し
て

1
i評
価
益
の

団
山
当
を
阻
止
す
べ
き
で
あ
る
、
た
だ
し
そ
う
す
る
と
、
背
価
主
義
に
よ
っ
た
場
合
自
動
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
評
価
損
相
当
額
の
実
現
利
益



の
留
保
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
、
分
配
可
指
利
益
は
実
現
利
益
マ
イ
ナ
ス
評
価
損
相
当
額
に
お
さ
え
る
べ
き
で
あ
る
l

|
つ
ま
り
、
低
価

主
義
に
よ
っ
た
場
合
と
同
じ
分
配
可
抱
利
益
壱
求
め
る
べ
き
で
あ
る
ー
ー
と
い
う
二
段
構
え
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
大
原

が
あ
ら
た
に
提
案
し
た
商
法
修
正
意
見
は
、
尚
法
の
評
価
規
定
そ
の
も
の
を
時
価
主
義
か
ら
低
価
主
義
へ
切
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ソ

y
・
ス
テ
ヅ
プ
で
実
現
利
益
マ
イ
ナ
ス
評
価
損
相
当
額
を
純
利
益
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
分
配
可
能
利
益
概
念
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

大
原
は
従
来
の
見
解
を
少
し
も
変
え
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
、
大
原
の
純
利
益
概
念
が
こ
れ
ま
で
と
は
ち
が

*
 

っ
て
、
実
現
利
益
か
ら
さ
ら
に
評
価
損
を
控
除
し
た
も
の
へ
と
変
化
し
た
こ
と
壱
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
場
合
純
利
益
を
縮
減

し
て
分
配
可
能
利
益
と
折
重
ね
た
こ
と
は
、
大
原
が
配
当
可
能
利
益
を
実
現
利
益
マ
イ
ナ
ス
評
価
損
相
当
額
に
限
定
し
て
し
ま
う
評
価
盆

配
当
阻
止
論
を
一
貫
し
て
展
開
す
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
そ
の
調
子
を
評
価
益
計
上
禁
止
論
ま
で
高
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

評
価
損
益
論
争
の
段
階
で
は
、
大
原
は
「
予
定
損
失
〔
評
価
損
〕
を
し
て
他
の
〔
実
現
し
た
}
純
益
よ
り
直
ち
に
減
ず
る
は
全
く
其
当
を

得
ざ
る
も
の
な

h
、
」
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
「
財
産
の
〔
時
価
〕
減
少
し
た
る
と
き
之
を
損
失
こ
な
さ
ず
し
て
決
算
す
る
に
於
て
は
勢
ひ
総
債

権
者
の
利
害
壱
害
す
る
の
倶
れ
な
し
と
せ
ず
故
に
利
益
中
山
於
て
是
に
対
す
る
準
備
金
を
控
除
し
之
号
積
立
て
し
む
る
は
総
債
権
者
を
し
て
不
測
の
損

害
を
防
ぐ
為
め
の
必
要
の
条
件
な
り
と
云
は
ざ
る
可
か
ら
F
、
」
と
、
一
方
で
は
利
益
計
算
上
原
価
主
義
の
立
場
か
ら
、
評
価
益
は
も
ち
ろ
ん
評
価
損

壱
も
純
損
益
に
算
入
す
る
の
を
拒
杏
し
つ
つ
、
他
方
で
は
債
権
者
保
護
の
立
場
か
ら
、
評
価
損
相
当
額
の
実
現
利
益
荷
保
の
必
要
を
力
説
し
て
い
た
が
、

こ
れ
に
た
い
し
、
評
価
規
定
の
時
価
主
義
か
ら
低
価
主
義
へ
の
切
換
を
と
な
え
た
商
法
修
正
意
見
の
段
階
で
は
、
大
原
は
、
利
益
計
算
上
原
価
主
義
の

立
場
か
ら
、
評
価
益
の
利
益
性
壱
否
認
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
債
権
者
や
株
主
の
保
護
の
立
場
を
加
味
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
評
価
損
の
非
損
費
説
か

ら
損
費
説
へ
の
転
化
壱
な
し
と
げ
て
い
た
。

な
お
、
こ
の
こ
と
は
、
あ
と
で
の
べ
る
よ
う
に
、
明
治
四
三
年
七
月
の
商
法
中
協
同
正
法
律
案
中
に
第
百
九
十
条
の
ご
と
し
て
「
財
産
の
時
価
が
取
得

価
格
よ
り
多
い
時
に
は
財
産
の
買
入
価
格
以
上
に
見
積
る
事
は
許
さ
な
い
と
云
ふ
」
趣
旨
の
条
文
が
用
意
さ
れ
た
折
に
、

* 

つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
説
明
と

明
治
二
十
二
年
商
怯
と
評
価
損
益
論
争
制

第
九
十
四
巻

四
六

第
六
号
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明
治
三
十
二
年
商
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と
評
価
損
益
論
争
帥
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四
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六
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し
て
引
継
れ
て
い
た
。

「
直
の
利
益
と
か
損
失
と
か
云
ふ
事
は
買
ふ
た
値
段
よ
り
高
〈
売
れ
た
ら
利
益
、
廉
く
売
れ
た
ら
損
に
な
る
と
云
ふ
の
が
利
益
計
算
の
標
準
で
あ
る
、

故
に
財
産
目
録
に
記
載
す
べ
き
も
の
は
買
入
値
段
を
本
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
事
が
正
面
の
理
窟
で
あ
る
、
利
益
計
算
の
方
か
ら
云
へ
ば
さ
う

云
ふ
事
に
な
る
、
乍
併
財
産
目
録
を
作
る
と
云
ふ
事
は
必
ず
利
益
計
算
の
み
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
の
で
、
会
社
は
法
人
と
し
て
其
財
産
を
処
分

し
て
会
社
の
債
務
を
弁
済
す
る
と
云
ふ
事
が
出
来
な
い
時
は
破
産
し
な
げ
れ
ば
な
ら
ね
、
故
に
会
祉
の
財
産
は
会
社
の
債
権
者
に
対
す
る
所
の
担
保
で

あ
る
、
夫
で
あ
る
か
ら
例
へ
ば
買
入
値
段
が
非
常
に
高
い
場
合
に
於
て
現
在
の
値
段
が
下
っ
て
居
る
時
に
は
夫
だ
け
の
財
産
は
債
権
者
に
弁
済
の
資
に

供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ね
為
め
に
、
取
得
価
格
手
以
て
会
社
財
産
の
額
と
す
る
事
が
山
来
な
い
事
が
あ
る
、
さ
う
云
ふ
関
係
か
ら
会
社
の
安
閏
を
謀
る
為

間

め
に
は
若
し
現
在
価
格
が
取
得
価
格
に
下
る
時
に
は
現
在
価
格
を
以
て
会
社
の
財
産
の
価
格
と
し
て
債
権
者
を
保
護
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
」

ω
『
東
京
語
清
整
誌
』
明
治
三
三
年
一

O
月
一
一
一
日
号
、
八
七
九
頁
。

例
大
原
信
久
「
肘
産
目
揖
調
製
に
関
す
る
商
法
改
正
意
昆
同
上
〉
」
『
東
京
経
帯
雑
誌
』
明
治
四
一
一
一
年
一
月
一
一
九
日
号
、
一
王
九
頁
。

同
佐
藤
雄
能
「
財
産
目
鋸
の
調
製
万
に
関
し
松
本
法
学
博
士
に
質
す
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
四
四
年
二
月
一
一
日
号
、
ご
四
一
買
白

川
明
大
原
「
商
法
中
改
正
法
律
案
の
否
決
に
就
て
」
『
法
撞
新
聞
』
明
治
三
五
年
三
旦
一
一
一
日
号
、
一
一
頁
。

例
大
原
信
久
「
商
法
の
欠
点
本
語
す
」
『
東
洋
経
世
新
報
』
明
治
三
二
年
二
一
月
二
五
日
号
、
ご
一
一
一
一
一
頁
。

伸
右
掲
論
文
、
一
コ
一
頁
。

的
「
第
十
六
同
時
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
一
記
輯
第
十
四
号
L

『
官
報
号
外
』
明
治
一
二
五
年
二
月
一
一
一
一
日
号
、
二
五

O
頁

D

制
大
原
、
前
掲
判
論
宜
、
ニ
頁
。

帥
住
顧
雄
能
「
財
産
評
価
法
問
題
(
四
)
」
『
東
京
旺
済
雑
誌
』
明
治
四
四
年
じ
月
八
日
号
、
六

C
頁
。
佐
藤
雄
促
「
財
産
目
鼻
と
其
記
戟
佃
領
〈
下
)
」
『
会
計
』
大
正
九

年
二
月
号
、
士
二
頁
。

帥
佐
藤
雄
能
「
則
産
評
価
法
問
題
(
宜
)
」
吾
氏
京
桂
軒
雑
誌
』
明
治
四
四
年
じ
月
↑
五
日
号
、
二

O
頁。

刷
「
第
十
六
回
苛
菌
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
揖
第
十
人
号
」
『
官
報
号
外
』
明
治
三
二
年
二
月
一
一
一
一
一
日
号
、
三
六
人
買
。

伸
右
掲
速
記
録
、
三
六
九
頁
。



同
右
掲
速
記
録
、
三
六
九
具
。

同
佐
藤
、
前
掲
制
第
一
論
文
、
六
O
一
頁
。
第
二
論
文
、
三
一
頁
。

同
大
原
信
久
「
肘
産
目
鋸
調
製
に
就
て
商
法
修
正
克
見
」
司
法
撞
新
聞
』
明
治
三
五
年
一

O
月
六
日
号
、
=
一

l
宜
頁
。

号
、
一
六
一
八
頁
。

帥
士
原
信
久
「
改
主
商
法
を
読
む
」
『
法
樟
新
聞
』
明
治
四
四
年
六
月
二
五
日
号
、
一
二
頁
。

肘
大
原
「
肘
産
目
録
調
製
の
際
昨
価
予
定
損
益
を
純
損
誌
に
編
入
す
る
の
可
否
を
諭
す
」
『
東
京
経
済
誌
』
明
治
三
二
年
八
月
二
六
日
号
、
四
五
六
頁
。

岬
犬
原
信
久
「
商
法
中
財
産
目
蝿
及
貸
借
対
照
表
調
製
に
閣
す
る
私
見
」
『
法
律
新
聞
』
明
治
一
二
日
年
八
月
一
一
一
日
号
、
四
頁
。

帥
山
内
確
三
郎
「
商
法
改
正
の
要
点
」
『
法
樟
新
聞
』
明
治
四
三
年
七
月
三

O
H号
、
四
頁

n

制
右
掲
論
文
、
四
貰
。

『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
三
五
年
一

O
月
一
八
日

ー，、
論
争
後
史
|
|
商
法
学
者
に
よ
る
ノ
イ
カ

γ
プ
説
の
導
入

以
上
考
察
し
た
と
こ
ろ
の
評
価
規
定
壱
低
価
主
義
に
改
め
る
大
原
の
商
法
修
正
意
見
が
発
表
さ
れ
る
一
年
少
し
前
、

「
株
式
会
社
東
京

株
式
取
引
所
が
、
明
治
三
一
十
四
年
の
上
半
期
の
決
算
に
、
其
所
有
の
家
屋
を
時
価
以
下
に
見
積
り
て
財
産
目
録
を
作
り
た
り
、
而
し
て
此

行
為
が
遂
に
法
律
上
の
問
題
と
ふ
」
る
や
、

「
東
京
地
方
裁
判
所
は
(
明
治
=
一
十
五
年
一
月
十
日
)
建
物
価
格
を
時
価
以
内
に
記
載
し
た

る
を
違
法
と
認
め
判
決
し
た
る
に
取
引
所
は
之
を
不
当
と
し
控
訴
し
た
る
に
依
り
、
東
京
控
訴
院
は
更
に
評
価
人
を
選
で
評
価
せ
し
め
た

る
に
其
評
価
額
は
取
引
所
の
評
価
額
と
大
差
な
き
を
以
て
此
記
載
は
不
正
の
記
載
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
と
決
定
し
(
明
治
=
一
十
五
年
二
月
二

十
丑
日
)
原
裁
判
を
変
更
し
た
る
を
以
て
〔
つ
い
に
比
点
に
関
す
る
〕
大
審
院
の
判
例
を
見
る
に
至
ら
ざ
り
き
、
」

「
比
問
題
ユ
付
テ
ハ
独
逸
ユ
於
テ
モ
議
論
7

V
ト
モ
ノ
イ
カ

γ
デ
ハ
嘗
テ
時
価
ヲ
付
ス
へ
キ
旨
ノ
規
定
即
チ
所
調
貸
借
対
照
表
真
実
ノ

明
治
=
一
十
二
年
商
法
と
評
価
損
首
論
争
糾

第
九
十
四
巻

四
六

第
六
号

九



明
治
=
一
十
二
年
商
法
と
評
価
損
お
論
争

ω

第
九
十
四
巻

四
六
回

第

号

O 

原
則
円
相
対
的
ノ
壬
ノ
ュ

γ
テ
時
価
以
下
ノ
評
価
戸
原
則
ト
V

テ
之
ヲ
為
ス
ヲ
妨
ケ
サ
ル
コ
ト
ヲ
詳
論
ジ
(
一
コ
ー
ル
ド
ジ
?
、
ッ
ト
商
法
雑

誌
四
八
)
多
数
ノ
学
者
ハ
大
体
一
一
於
テ
其
説
ヲ
是
誌
」
し
て
い
た
の
で
、
「
東
京
株
式
取
引
所
ニ
於
テ
財
産
目
録
ノ
評
価
ユ
付
テ
商

め

法
違
反
事
件
ヲ
生
シ
タ
ル
ヤ
」
た
だ
ち
に
、
右
の
よ
う
な
「
独
国
商
法
第
四
十
条
第
二
項
ノ
解
釈
上
ノ
学
説
」
を
と
り
い
れ
て
、

「
我
商

規
定
ハ
「
目
録
調
製
ノ
時
日
一
於
ケ
ル
価
格
ヲ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
L

ト
明
定
V

タ
リ
V

Z

拘
ラ
見
学
者
ノ
多
ク
ハ
之
ヲ
解
シ
テ

時
価
未
満
ノ
評
価
ヲ
禁
ス
ル
モ
ノ
Z

非
ス
ト
断
γ
タ
」
が
、
そ
の
場
合
先
導
者
と
な
っ
た
の
は
さ
き
に
新
商
法
の
起
草
委
員
を
つ
と
め
た

岡
野
敬
次
郎
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
岡
野
は
『
法
学
新
報
』
明
治
三
五
年
一
月
号
に
財
産
を
「
実
価
以
上
に
見
積
る
は
固
よ
り
法
律
の

法
ノ

禁
制
す
る
所
に
し
て
、
而
か
も
不
法
な
り
、
然
れ
ど
も
其
以
下
に
見
積
る
は
法
律
上
差
支
な
き
な
り
、
即
ち
商
法
の
規
定
の
半
面
は
命
令

的
に
し
て
、
半
面
は
任
意
的
な
り
」
と
の
解
釈
を
は
じ
め
て
発
表
し
て
、
そ
の
根
拠
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
。

。

「
法
文
に
は
其
〔
目
録
調
製
の
時
仁
お
け
る
〕
「
価
格
ヲ
付
司
ハ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
謂
ふ
て
あ
る
[
が
〕
、
此
法
規
は
〔
「
強
行
拘
の
性
質
を

有
し
当
事
者
の
意
思
如
何
に
拘
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
」
る
〕
学
者
の
所
謂
命
令
法
て
あ
る
か
、
将
た
〔
「
当
事
者
の
反
対
の
意
思
表
示
な
き
時
に
適
用
せ

ら
る
る
」
〕
任
用
法
て
あ
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
に
付
、
解
釈
を
試
む
る
は
、
決
し
て
無
益
て
は
な
い
と
思
ふ
の
て
あ
る
、
」

「
時
価
八
十
五
円
の
公
債
を
八
十
円
に
評
価
し
た
る
と
き
は
、
会
社
の
実
際
上
の
資
力
に
余
裕
を
生
す
る
か
ら
、
会
社
の
債
権
者
の
為

め
に
は
利
益
に
な
る
の
て
、
そ
れ
か
為
め
に
損
害
を
受
く
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
、
寧
ろ
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
の
上
に
十
万
円
の
資

産
し
か
な
い
と
表
は
れ
て
居
る
の
に
、
実
際
は
十
二
万
円
の
財
産
を
有
し
て
居
る
の
て
あ
る
か
ら
、
実
力
を
担
保
正
す
る
債
権
者
の
為
め

に
、
不
利
と
な
る
の
て
な
い
か
ら
、
其
評
価
に
対
し
て
異
議
を
唱
ふ
る
理
由
が
な
い
即
ち
債
権
者
の
方
面
か
ら
諭
す
れ
は
、
実
際
の
価
格

以
下
に
見
積
る
は
法
律
上
差
支
え
な
い
と
、
い
わ
ね
は
な
ら
ぬ
、
併
し
な
か
ら
他
の
方
面
即
ち
利
益
の
配
当
を
受
く
へ
き
者
に
於
て
法
律

上
果
し
て
、
こ
れ
に
対
し
、
異
議
を
述
ふ
る
あ
」
得
る
や
否
や
、
.

今
、
時
価
八
十
五
円
の
公
債
を
、

八
十
円
に
評
価
し
た
な
ら
は
、
ソ



レ
ダ
ヶ
、
会
社
の
白
白
に
処
分
す
る
事
を
得
る
財
産
か
滅
す
る
か
社
員
又
は
株
主
は
其
評
価
を
不
当
と
し
て
法
律
上
こ
れ
を
争
ふ
こ
と
か

出
来
る
や
否
や
、
即
ち
商
法
の
規
定
に
反
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
に
対
し
、
異
議
壱
述
ふ
る
を
得
へ
き
や
否
干
、
余
輩
は
消
極
的
の
答
弁

を
な
さ
ん
と
慾
す
る
の
て
あ
る
、
今
其
理
由
を
筒
単
に
述
ふ
れ
は
、
凡
そ
会
社
の
社
員
又
は
株
主
た
る
者
は
其
決
議
壱
以
て
会
社
の
運
命

を
定
む
る
の
権
能
を
有
す
る
も
の
て
・

あ
る
か
ら
、
会
社
財
産
の
価
額
に
付
て
も
定
款
を
以
て
、
其
実
価
以
下
に
、
見
積
る
へ
き
と
と

を
、
定
め
て
置
く
を
禁
す
る
の
理
由
は
少
し
も
な
い
の
て
あ
る
、
而
し
て
定
款
を
以
て
、
斯
の
如
く
規
定
す
れ
は
、
社
員
株
主
皆
之
に
因

っ
て
、
拘
束
せ
ら
吾
、
而
し
て
一
方
経
済
上
よ
り
立
論
す
れ
は
実
価
よ
り
以
下
に
見
積
5
は
会
社
の
実
際
上
の
財
産
か
帳
簿
に
示
し
て
屑

る
所
よ
り
大
き
い
の
て
あ
る
か
ら
即
ち
会
社
の
基
礎
の
輩
固
な
る
所
以
て
あ
っ
て
、
法
律
上
に
於
て
之
を
禁
す
る
の
謂
は
れ
は
、
竜
も
な

い
の
て
あ
る

以
上
説
明
し
た
通
り
て
あ
る
か
ら
、
商
法
に
財
産
目
録
に
は
其
之
を
調
製
す
る
当
時
の
価
格
を
刊
す
る
こ
と
を
要
す
と
あ
る
は
、
実
価

以
上
に
見
積
る
は
固
よ
り
法
律
の
禁
す
る
所
不
法
て
あ
る
け
れ
と
も
、
其
以
下
に
見
積
る
は
法
律
上
差
支
え
な
い
の
て
あ
る
、
即
ち
商
法

規
定
の
半
聞
は
命
令
的
て
あ
っ
て
、
半
面
は
任
用
的
て
あ
る
、
所
謂
貸
借
対
照
表
の
真
実
(
国

H
E
E
d司
mwF
岳
E
3
の
原
則
は
法
律
の
厳
守

町山本

す
る
所
に
非
す
と
確
信
す
る
」

な
お
、
岡
野
は
「
会
社
基
礎
の
安
固
な
る
点
よ
り
〔
時
価
以
下
に
〕
控
目
に
見
積
る
事
の
寧
ろ
会
社
重
役
等
の
当
然
の
義
務
り
ん
説
き
」
さ
ら

に
「
立
法
論
と
し
て
は
株
式
会
社
の
如
き
純
然
た
る
資
本
団
体
に
し
て
会
社
の
責
任
か
其
資
本
に
限
き
ら
る
る
も
の
に
在
つ
て
は
、
其
資
本
か
唯
一
の

信
用
の
基
礎
て
あ
る
、
会
社
の
債
権
者
の
頼
む
へ
き
唯
一
の
担
保
て
あ
る
か
ら
、
務
め
て
資
本
を
維
持
せ
し
む
る
の
必
要
か
あ
る
、
即
ち
財
産
の
評
価

は
実
価
よ
り
も
低
く
見
積
ら
し
む
る
も
、
高
き
に
失
せ
さ
ら
し
む
る
を
以
て
得
策
と
す
る
、
法
律
壱
以
て
株
式
会
社
に
付
き
財
産
一
評
価
の
標
準
を
定
め

た
る
は
其
例
な
き
に
非
す
例
へ
は
買
入
価
格
か
交
換
価
額
よ
り
少
き
と
き
は
其
少
き
方
に
見
積
る
へ
し
と
す
る
か
如
き
も
の
で
あ
る
、
我
商
法
に
於
て

* 
明
治
一
一
十
ご
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争

ω

第
九
十
四
巻

四
六
五

第
六
号



明
治
宝
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争
伺

第
九
十
四
巻

四
六
六

第
六
号

は
一
個
の
商
人
も
合
名
会
社
、
合
資
会
社
も
株
《
会
社
も
皆
同
一
の
規
定
に
依
る
の
て
株
式
会
社
に
付
特
に
厳
重
な
る
規
定
か
設
て
な
い
か
、
之
壱
設

く
る
の
可
否
は
立
法
上
十
分
研
究
の
価
値
か
あ
弘
」
と
の
ベ
て
い
た
。
か
か
る
見
解
に
た
い
し
、
大
原
は
「
論
者
同
〈
財
産
か
騰
貴
し
た
る
場
合
に
時

価
を
付
し
て
財
産
目
録
を
調
製
す
る
は
合
名
会
社
及
ひ
一
個
の
商
人
に
と
り
て
は
さ
し
た
る
危
険
な
き
も
株
式
会
社
に
と
り
て
は
持
た
危
険
な
れ
は
大

に
注
意
し
て
厳
格
に
取
締
ま
る
へ
き
も
の
な
り
と
、
是
れ
或
は
合
名
会
社
は
其
法
律
上
及
ひ
組
織
の
点
よ
り
観
察
す
る
も
殆
ん
ど
一
個
の
商
人
と
同
一

な
れ
は
其
危
険
も
従
て
少
数
の
社
員
に
の
み
及
ふ
へ
き
も
の
な
り
と
雌
も
之
に
反
じ
若
し
株
式
会
社
に
在
て
は
多
数
の
株
主
を
し
て
不
測
の
損
害
を
蒙

ら
し
む
る
故
に
従
て
其
危
険
の
及
ほ
す
範
囲
も
品
広
大
な
わ
と
云
ふ
に
あ
ら
ん
、
然
り
と
臨
も
法
律
の
保
護
す
る
精
神
は
社
会
一
般
に
し
て
敢
て
其
数

の
如
何
に
よ
り
て
局
限
せ
ら
る
へ
き
者
に
あ
ら
さ
れ
は
是
非
共
」
商
法
第
二
十
六
条
第
「
己
項
の
要
す
」
し
乙
の
下
に
「
但
し
買
入
価
格
、
製
造
価
格
、

払
込
金
額
及
ひ
実
費
決
算
額
を
超
ゆ
る
こ
と
を
得
ず
」
ー
と
い
う
「
但
書
を
加
へ
て
全
般
的
に
」
評
価
規
定
を
低
価
主
義
へ
改
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

意
見
を
表
明
し
て
い
た
。

と
の
よ
う
に
、
立
法
論
に
お
い
て
は
、
岡
野
と
大
原
は
、
低
価
主
義
り
強
制
を
株
式
会
社
の
み
に
限
定
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
意
見
の
喰
違
い
壱
み

せ
た
が
、
商
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
大
原
は
「
吾
人
も
京
博
士
と
其
一
-
町
見
を
一
に
す
、
L

と
、
完
全
に
岡
野
の
解
釈
に
同
調
し

て
い
た
。

さ
て
、

以
上
の
よ
う
な
商
法
「
第
二
十
六
条
第
二
項
ノ
規
定
ハ
絶
対
的
ェ
公
益
〔
的
強
行
〕
規
定
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
」
に
関
す
る
岡
野
の
解

釈
論
が
発
表
さ
れ
る
や
、
こ
れ
に
同
調
す
る
商
法
学
者
が
続
々
と
あ
ら
わ
れ
た
。
い
ま
、

ス
州
」
論
者
の
中
か
ら
、
松
本
悉
治
お
よ
び
青
山
徹
二
を
え
ら
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
聞
く
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

「
比
規
定
ヲ
以
テ
半
面
的
強
行
法
ナ
リ
ト
説
明

「
商
人
カ
其
財
産
ユ
財
産
目
録
調
製
ノ
時
一
一
於
ケ
ル
価
格
ヨ
リ
多
キ
価
格
ヲ
付
ス
ル
ト
キ
ハ
商
人
ノ
債
権
者
ハ
之
-
一
因
リ
テ
誤
ヲ
ル
へ

ク
殊
-
一
会
社
一
一
在
リ
テ
ハ
利
益
ナ
キ
一
一
利
益
ア
リ
ト
シ
法
律
上
配
当
月
ル
コ

1
ヲ
得
サ
ル
金
額
ヲ
配
当
ス
ル
一
一
一
全
リ
為
メ
エ
債
権
者
ヲ
害

ス
ル
ノ
虞
ア
ル
ヲ
以
テ
斯
ノ
如
キ
事
ヲ
為
γ
得
サ
ル
ハ
言
ヲ
侠
タ
ス
ト
雌
モ
時
価
ヨ
リ
低
キ
価
格
ヲ
付
月
ル
ハ
喜
モ
債
権
者
ヲ
害
ス
ル
ノ



虞
ナ
グ
従
テ
何
等
ノ
支
障
ナ
ジ
ト
詞
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
仮
ニ
財
産
一
一
ハ
必
ス
時
価
ヲ
付
ス
へ
キ
モ
ノ
ト
ジ
テ
絶
体
的
エ
之
ユ
違
反
ス
ル
フ

許
サ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
巨
万
ノ
財
産
ヲ
有
ス
ル
商
人
ニ
在
リ
テ
ハ
毎
年
又
ハ
毎
配
当
期
エ
於
テ
紗
多
ノ
財
産
エ
付
キ
一

評
価
ヲ

改
メ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
煩
累
ヲ
生
ジ
且
株
式
会
社
ノ
如
キ
ニ
至
リ
テ
ハ
財
産
ノ
価
格
ノ
昂
低
-
一
因
り
利
益
又
ハ
損
失
ヲ
生
γ
其
基
礎
ハ

常
ニ
動
揺
ジ
株
主
ヲ
ジ
テ
不
安
ノ
念
ニ
耐
ヘ
サ
ヲ
ジ
ム
ル
ユ
至
ル
へ

V
故
ユ
余
ハ
第
一
一
十
六
条
第
二
項
ハ
半
面
エ
於
テ
ノ
ミ
公
益
規
定
タ

ル
モ
ノ
ニ
ジ
テ
時
価
以
上
ノ
評
価
ヲ
禁
見
ル
モ
ノ
ナ
V

ト
モ
時
価
以
下
ノ
評
価
ハ
之
ヲ
為
エ
コ
ト
ヲ
妨
ケ
サ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
者
ナ
リ

、J
な

門
法
学
新
報
二
一
巻
一
号
所
載
岡
野
博
士
論
説
参
田
内
〕
」
よ
り
わ
か
り
や
す
く
い
う
と
、
「
時
価
以
上
に
記
入
す
る
こ
と
は
勿
論
稿
可
い
併
な
か

ら
時
価
以
下
に
記
入
す
る
こ
と
は
何
も
差
支
え
な
い
の
み
な
ら
す
却
っ
て
商
人
の
財
産
の
基
縫
は
確
実
に
な
る
の
て
あ
り
文
日
本
郵
船
会

社
な
と
の
様
に
非
常
な
巨
額
の
財
産
を
持
っ
て
居
る
会
社
て
は
毎
配
当
期
毎
に
評
価
す
る
の
は
大
変
面
倒
た
イ
ヤ
悉
皆
時
価
通
り
に
記
入

す
る
な
と
と
云
ふ
の
は
事
実
不
能
の
事
て
あ
る
か
ら
時
価
以
下
に
安
く
見
積
っ
て
記
入
す
る
の
は
些
一
し
も
差
支
え
な
い
と
解
釈
し
な
け
れ

は
な
り
ま
せ
ぬ
比
一
一
事
は
岡
野
博
土
も
同
論
て
法
学
新
報
に
出
さ
れ
た
事
か
あ
る
」

「
要
ス
ル
ユ
第
二
十
六
条
第
二
項
ノ
規
定
ハ
半
面
ニ
於

テ
ハ
公
益
規
定
一
一
ジ
テ
之
エ
違
反
旦
ル
ト
キ
ハ
不
正
ノ
記
載
ト
為
ル
ト
雄
モ
時
価
ヨ
リ
低
キ
価
格
ヲ
付
ス
ル
ハ
之
ヲ
禁
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非

ス
ト
信
ス
」

「
凡
て
積
極
財
産
の
価
格
壱
見
積
る
に
は
之
を
少
な
く
見
積
る
は
可
な
れ
と
も
之
を
多
く
見
積
る
は
不
当
な
り
。
殊
に
会
社
に
在
り
て

は
利
益
の
配
当
率
を
多
く
せ
ん
が
為
め
に
価
格
壱
過
大
に
見
積
る
の
弊
あ
り
て
株
主
を
欺
き
及
ひ
第
三
者
を
害
す
る
に
至
る
こ
と
稀
な
り

と
せ
す
。
之
に
反
し
て
」

「
時
価
以
下
-
一
財
産
ヲ
見
積
ル
ガ
如
キ
ハ
何
人
ヲ
モ
害
セ
ズ
却
テ
営
業
ノ
基
礎
ヲ
確
実
エ
ス
ル
モ
ノ
-
一
ジ
テ
寧

ロ
法
ノ
精
神
戸
一
適
フ
モ
ノ
ナ
リ
故
ニ
商
法
第
二
十
六
条
第
二
項
ハ
相
対
的
強
行
規
定
ナ
リ
ト
解
ス
ベ
ジ
即
チ
時
価
以
上
-
一
見
積
ル
ハ
違
法

ナ
レ
ド
そ
時
価
以
下
-
一
見
積
ル
ハ
違
法
ニ
非
ズ
ト
ス
ベ
シ
然
ル
ユ
東
京
地
方
裁
判
所
(
三
干
五
年
一
月
十
日
〉
ハ
東
京
株
式
取
引
所
ノ
商
法
違

明
治
三
十
二
隻
商
法
と
評
価
損
益
論
争

ω

第
六
号
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十
四
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四
六
七



明
治
三
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争

ω

反
事
件
目
一
於
テ
其
建
物
ヲ
時
価
以
下
-
一
評
価
セ

V

ヲ
不
当
ナ
リ
ト
決
定
セ
日
之
ハ
法
ノ
精
神
ヲ
解
セ
ザ
ル
杓
子
定
規
ノ
謬
見
-
一
過
ギ
J
A
」

第
九
十
四
巻

四
六
八

第
六
号

回

以
上
引
用
し
た
よ
う
に
「
法
律
ハ
其
目
録
調
製
ノ
時
一
一
於
ケ
ル
価
格
ト
規
定
見
ト
雄
モ
其
価
格
ヲ
其
時
期
ユ
於
ケ
ル
実
価
以
下
ニ
見
積

ル
コ
ト
ハ
商
法
ノ
禁
九
ル
所
ニ
ア
ラ
ス
ト
解
月
ル
ヲ
通
説
ト
λ
」
る
に
い
た
っ
た
が
、
そ
の
も
と
と
な
っ
た
ノ
イ
カ

γ
プ
説
に
た
い
し
て

「
反
対
説
ラ
イ

γ
ュ
及
グ
ラ
イ
ピ
μ

ヒ
貸
借
対
照
表
ト
租
税
」
等
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
で
も
、
商
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
「
規

定
ハ
:
目
半
面
的
公
益
規
定
ナ
ル
ヲ
以
T
商
人
ハ
時
価
ヨ
リ
多
ク
記
載
γ
得
サ
ル
ユ
止
マ
り
之
ヨ
り
少
グ
記
載
ス
ル
ハ
可
ナ
り
ト
ノ
如
キ

勾

暖
昧
ナ
ル
説
」
に
反
対
す
る
論
者
が
い
た
。
た
と
え
ば
、
松
波
仁
一
郎
は
、
「
此
規
定
ノ
解
釈
-
一
関
γ
・
・
或
学
者
ハ
実
価
ヨ
リ
少
ナ
ク

記
載
ス
ル
ハ
同
ナ
リ
之
ヲ
許
ス
そ
告
ナ
シ
又
会
社
カ
実
佃
ヨ
リ
少
ナ
ク
記
載
旦
ル
モ
信
用
ヲ
失
ハ

λ

却
テ
会
社
ノ
基
礎
ヲ
竪
ク
ス
ル
利
益

ア
リ
而
シ
テ
会
社
ノ
債
権
者
及
ヒ
第
一
一
一
者
ニ
利
益
ヲ
与
プ
ル
コ
ト
ア
ル
モ
損
失
ヲ
醸
兄
コ
ト
ナ

V
ト
イ
へ
リ
解
釈
ト
ジ
テ
ハ
不
可
ナ
り
我

商
法
ハ
厳
格
ナ
ル
時
価
主
義
ヲ
採
リ
タ
ル
ナ
リ
而
ジ
テ
時
価
主
義
ノ
理
由
ト
ス
ル
所
ハ
財
産
目
録
ハ
財
産
ノ
実
情
ヲ
知
ラ

γ
ム
ル
為
メ
-
一

作
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
日
一
実
価
ヲ
記
載
セ
サ
ル
へ
カ
一
プ
見
仮
-
一
実
価
ヨ
リ
少
ナ
キ
モ
ノ
ヲ
記
載
ス
ル
そ
第
三
者
-
一
損
害
ヲ
加
フ
ル
虞
ナ

シ
ト
ス
ル
モ
尚
ホ
実
価
-
一
異
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
記
載
ス
ル
ハ
不
可
ナ
リ
実
価
一
一
異
ナ
ル
価
額
ヲ
付
ス
ル
ト
キ
ハ
財
産
目
録
ノ
信
用
ヲ
薄
グ

γ
又

。

取
締
役
専
横
ノ
端
ヲ
開
グ
ト
イ
フ
ニ
ア
リ
財
産
目
録
ニ
ハ
時
価
ヨ
リ
少
ナ
キ
価
額
ヲ
付
ス
へ
カ
ラ
ス
」
と
、

街

キ

:
異
論
」
を
と
な
え
て
い
た
。

「
実
価
ヨ
リ
少
ナ
グ
記
載
兄

ル
コ
ト
ニ
関
シ
テ
・

キ

な
お
、
松
波
は
「
独
逸
ノ
商
法
〈
独
四

O
、
三
項
)
一
一
我

商
法
ノ
規
定
ノ
如
キ
モ
ノ
ア
リ
テ
独
逸
学
者
ノ
中
一
一
ハ
之
ヲ
半
面
的
強
行
規
定
ト

シ
テ
財
産
目
録
一
一
時
価
ヨ
リ
高
キ
記
載
〈
許
十
ザ
ル
モ
低
キ
記
載
ハ
許
ス
ナ
リ
低
価
ヲ
記
載
ス
ル
モ
弊
害
7
生
セ
ス
ト
云
フ
者
ア
リ
到

F
Mハ
州
内
什
刈

ン
プ
等
ノ
如
ジ
独
逸
商
人
ノ
調
製
セ
ル
帳
簿
ノ
比
較
的
信
用
薄
キ
ハ
比
ノ
如
キ
解
釈
ノ
下
ニ
調
製
ス
ル
一
一
向
ラ
ン

2
」
〉
一
指
摘
し
て
い
た
。

こ
う
し
て
、

「
法
の
解
釈
と
し
て
時
価
以
下
を
付
す
る
は
差
支
へ
な
い
の
で
あ
る
と
云
ふ
解
釈
も
あ
り
又
必
ず
時
価
で
な
け
れ
ば
な
ら



T
一
一
主
解
釈
も
あ
ト
其
解
釈
が
一
定
せ
ざ
る
状
態
は
、
明
治
山
一
四
年
法
律
第
七
三
号
を
も
っ
て
改
正
さ
れ
た
尚
法
第
二
十
六
条
第
一

項
が
旧
条
項
の
通
説
的
解
釈
を
法
文
化
し
て

「
財
産
目
録
一
一
戸
動
産
、
不
動
産
、
債
権
其
他
ノ
財
産
ニ
価
額
ヲ
付

γ
テ
之
ヲ
記
載
ス
ル

コ
ト
ヲ
要
ス
其
価
額
ハ
財
産
目
録
調
製
ノ
時
ニ
於
ケ
ル
価
額
-
一
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
、

初

勢

不
都
合
で
な
い
と
云
ふ
趣
旨
を
明
か
に
」
す
る
ま
で
、
続
い
た
。

「
時
価
以
下
に
付
け
て
も
共
記
載
は
法
律
上

明
治
四
三
年
七
月
の
商
法
中
改
正
案
に
お
い
て
は
、
「
抑
モ
財
産
ノ
価
額
ナ
ル
モ
ノ
ハ
時
々
変
動
ヲ
免
レ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
財
産
目
録
調
製
ノ
当

時
其
取
得
価
額
又
ハ
製
作
伺
傾
ヲ
超
ユ
ル
モ
久
シ
カ
ラ
λ

シ
テ
之
ヲ
下
ル
コ
ト
ナ
キ
ヲ
保
セ
ペ
斯
ク
ノ
如
ク
不
安
ナ
ル
評
価
益
ヲ
以
テ
刺
益
ト
シ
、

之
ヲ
株
主
一
一
配
当
ス
ル
コ
}
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ハ
、
会
社
ノ
基
礎
ヲ
危
ク
シ
、
会
社
債
権
者
ヲ
害
ス
虞
ア
ル
ヤ
明
ナ
り
。
加
之
取
締
役
ハ
精
モ
ス
レ
ハ
利

M
G
 

益
配
当
ヲ
多
ク
ヒ
シ
為
メ
財
産
ヲ
高
ク
評
価
三
株
主
モ
目
前
ノ
小
利
ニ
肱
惑
シ
テ
、
之
ヲ
黙
認
ス
ル
弊
ア
り
。
故
三
「
株
式
会
社
に
於
て
財

産
の
価
格
の
騰
貴
か
ら
生
ず
る
差
額
を
利
益
中
に
組
入
し
め
な
い
趣
意
か
ら
「
株
式
会
社
の
財
産
に
価
額
を
付
け
る
の
に
時
価
が
廉
い
か
買
入
値

段
が
廉
い
か
何
万
か
廉
い
方
を
取
っ
て
価
額
の
標
準
と
す
る
、
夫
れ
を
超
え
て
価
額
を
付
し
て
は
な
ら
ぬ
と
云
う
趣
あ
」
の
条
文
を
第
百
九
十
条
の
二

と
し
て
用
意
、
J

て
い
た
。
大
原
は
「
此
の
規
定
は
苔
人
が
設
に
議
会

r
建
議
せ
し
〔
低
価
主
義
に
あ
ら
た
め
る
〕
修
E
案
と
同
一
な
り
、
文
字
の
上
に

多
少
の
相
違
あ
れ
ど
も
其
規
定
の
旨
意
は
全
く
相
一
致
す
只
法
文
の
体
裁
上
総
則
の
部
に
規
定
せ
ら
れ
ず
し
て
、
会
社
の
計
算
の
部
に
規
定
せ
ら
れ
た

る
に
過
ぎ
ず
、
十
数
年
来
吾
人
の
絶
叫
せ

1γ
商
法
改
正
意
見
は
〔
こ
こ
に
〕
全
然
採
用
せ
ら
れ
其
主
張
を
貫
徹
す
る
に
至
り
し
は
無
上
の
光
栄
な

り
L
U
」
喜
ん
で
い
た
が
、
こ
の
第
百
九
十
条
の
二
は
|
|
明
治
四
四
年
一
月
に
第
二
十
じ
回
帝
国
談
会
に
提
出
さ
れ
わ
人
改
正
案
に
お
い
て
、
そ
れ
に
第

二
号
と
し
て
追
加
さ
れ
た
「
継
続
シ
テ
首
業
ノ
用
ニ
供
ス
ル
財
産
一
一
付
テ
ハ
〔
特
に
〕
其
取
得
価
額
ヨ
り
相
当
ノ
減
損
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
」
「
償

却
的
評
価
」
を
詰
め
る
条
項
と
と
も
に
|
l
議
会
に
於
て
削
除
さ
れ
、
「
財
産
評
側
の
規
定
仕
僅
に
〔
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
〕
時
価
以
内
の

回

価
額
を
認
む
る
こ
と
k

な
り
て
結
木
を
告
く
る
に
至
れ
り
」

「
犬
体
一
一
於
テ
独
国
商
法
ノ
主
義
一
一
倣
ヒ
」
て
「
改
正
案
ハ
株
式
会
社
ノ
財
産
評
価
一
一
付
キ
有
益
ノ
規
定
ヲ
設
ク
タ
り
シ
ミ
改
止

理
由
ト
経
過
ト
ヲ
記
述
」
す
る
と
、
「
貴
族
院
ハ
財
産
目
録
所
掲
ノ
財
産
一
一
時
価
ヨ
リ
モ
低
キ
取
得
価
額
又
ハ
製
作
仙

* 」
の
よ
う
に

法
カ
之
ヲ
採
用
ヒ
サ
リ
シ

明
治
一
二
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
読
争

ω
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号

~ ノ、

額
ヲ
付
ス
ル
ハ
会
社
ノ
財
産
状
態
ヲ
不
明
ナ
ヲ

γ
メ
、
会
社
ニ
不
利
益
ヲ
与
フ
ル
一
七
ノ
ナ
リ
ト
ノ
説
ヲ
容

ν
テ
、
取
得
価
額
又
ハ
製
作
価
額
ヨ
リ
モ
高

キ
時
価
ヲ
付
ス
ル
ヲ
妨
ケ
サ
ル
モ
、
評
価
益
ハ
利
益
ト
ジ
テ
之
ヲ
処
分
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得
ス
ト
」
明
治
三
五
年
の
第
一
六
回
帝
国
議
会
に
提
出
・
否
決
さ

れ
た
高
須
賀
案
仁
近
い
も
の
へ
と
静
正
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
高
須
賀
案
に
た
い
す
る
政
府
委
員
梅
謙
次
郎
の
反
対
意
見
の
中
に
、
「
で
に
、
「
本
案
の

如
く
規
定
す
る
と
き
は
商
品
を
売
却
せ
ざ
れ
ば
配
当
す
る
し
と
能
は
ざ
る
を
以
て
会
社
営
業
上
の
利
益
よ
り
云
へ
ば
一
一
一
ヶ
月
壱
挨
ち
て
売
却
す
る
を

η
 

利
あ
り
と
す
る
場
合
に
於
て
も
決
算
期
間
前
に
比
較
的
廉
価
に
之
を
売
却
し
配
当
に
充
て
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
べ
し
と
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
に

な
っ
て
い
た
が
、
今
回
の
政
府
案
第
百
九
十
条
の
二
に
た
い
し
て
も
、
た
と
え
ば
生
命
保
険
協
会
の
如
曹
は
「
保
険
会
社
其
他
一
般
営
利
会
社
は
、
毎

年
の
収
入
利
息
を
目
的
と
せ
ず
し
て
、
長
期
間
に
於
て
利
益
あ
る
物
件
に
其
資
金
を
放
下
す
る
場
合
多
き
が
故
に
、
評
価
が
財
の
取
得
又
は
製
作
価

額
を
超
ゆ
べ
か
ら
ず
と
せ
ば
、
長
期
利
殖
の
方
法
壱
阻
害
し
、
且
つ
徒
に
其
法
律
に
違
は
ざ
ら
ん
が
為
め
、
仮
装
的
売
演
行
は
る
〉
に
至
る
べ
き
が
故

持

に
、
本
条
は
之
を
削
除
す
る
か
、
若
〈
は
保
険
会
社
の
如
く
特
殊
の
監
督
を
受
く
る
会
社
は
特
例
を
設
〈
る
壱
可
と
ナ
、
」
と
反
対
意
見
を
表
明
し
て

い
た
の
で
、
「
衆
議
院
」
に
於
て
は
貴
族
院
よ
り
修
正
案
の
送
付
壱
受
け
る
や
、
「
或
場
合
一
一
ハ
一
評
価
益
ヲ
そ
配
当
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
ジ
ム
ル
ヲ
要
シ
、

若
シ
之
ヲ
許
ザ
、
ル
ニ
於
テ
ハ
、
売
買
ヲ
仮
装
シ
テ
評
価
益
ヲ
配
当
ス
ル
ノ
弊
ヲ
士
ス
へ

γ
ト
テ
、
政
府
案
誼
一
一
貴
族
院
案
ヲ
否
両
」
し
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

的
大
原
「
財
産
目
録
貸
借
対
照
表
に
闘
す
る
岡
野
博
士
所
摘
を
読
む
」
『
法
悼
新
聞
』
明
直
面
三
年
七
月
一
五
日
号
、
六
買
。

仰
佐
藤
雄
能
「
則
産
評
価
法
問
題
ハ
一
)
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
四
四
年
六
月
一

O
日
号
、
二
一
八
頁
。
佐
藤
雄
能
「
財
産
目
録
と
其
の
記
載
価
割
〔
上
V

」
『
会

計
』
大
E
八
年
一
二
月
号
、
三
六
耳

N
W

松
本
『
商
法
原
論
』
明
治
=
一
七
年
、
二
三
O
頁
@

ω
右
掲
書
、
二
二
九
一
一
一
一

δ
頁。

同
片
山
義
勝
『
株
式
会
社
法
論
』
大
正
五
年
、
八
九
O
頁。

伺
右
蝿
書
、
八
九
O
E。

の
大
庫
、
前
掲
切
論
士
、
五
頁
。

同
岡
野
敬
次
郎
「
財
産
目
録
貸
借
対
陣
表
に
就
て
」
『
怯
学
新
報
』
明
治
=
一
五
年
一
月
号
、
人
頁
。



仙
同
右
担
調
文
、
一
O
l
一
一
ニ
頁
。

帥
大
原
信
久
「
全
社
決
茸
の
危
院
に
就
て
」
司
法
樟
新
聞
』
明
治
三
六
年
三
月
九
日
号
、
五
頁
ω

帥
岡
野
、
前
掲
論
文
、
一
五
一
六
買
。

同
大
原
「
財
産
目
品
詞
製
に
就
て
商
法
修
在
意
見
」
『
法
律
新
聞
』
明
治
一
二
五
年
一
O
月
六
日
号
、
五
頁
。
『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
=
一
五
年
一
O
月
一
八
日
号
、

帥
大
原
、
前
掲
切
論
文
、
主
頁
。

帥
松
本
、
前
掲
書
、
ニ
二
九
頁
。

岬
片
山
義
勝
『
商
法
総
論
』
(
中
央
大
型
講
義
明
治
四
一
年
度
分
)
、
=
=
入
頁
。

伺
松
本
、
前
掲
書
、
二
二
九
頁
。
松
本
「
財
産
目
録
エ
記
戟
ス
ヘ
キ
財
産
及
ヒ
其
評
価
ヲ
論
ス
」
『
怯
単
志
林
』
明
治
三
じ
年
一
O
月
号
、
=
六
l
=
七
頁
。

仰
松
本
訴
治
「
財
産
目
録
と
貸
借
対
照
表
に
付
て
」
『
法
学
新
報
L

明
治
三
六
年
一
一
月
号
、
一
一
一
二
三
=
買
。

帥
松
本
一
時
抽
『
商
法
総
則
』
(
和
仏
法
岸
学
校
明
治
三
大
空
度
講
義
晶
)
、
八
六
耳
。

帥
菅
本
撒
二
『
商
法
総
論
』
明
治
三
六
年
、
一
九
七
頁
。

帥
菅
本
徹
二
『
商
法
総
論
』
(
増
一
訂
三
版
)
明
治
凹
O
年
、
三
四
六
l
一
一
五
七
頁
。

帥
片
山
、
前
掲
帥
書
、
二
ニ
八
頁
。

制
松
本
、
前
掲

ω書
、
二
三
一
O
買
。

帥
松
波
仁
一
郎
『
日
本
商
揖
総
則
』
大
正
二
一
年
、
丘
一
一
一

i
五
一
三
頁
。

帥
松
波
仁
一
郎
『
日
本
今
世
法
』
明
治
四
=
一
年
、
九
主
九
l
九
大
O
貰
。

制
右
掲
語
、
九
五
九
頁
。

制
松
波
、
前
掲
帥
書
、
有
二
二
貰
。

制
斉
藤
十
一
郎
「
商
法
改
正
の
要
旨
」
『
法
樟
新
聞
』
明
治
四
一
一
一
年
一
一
月
一
O
日
号
.
七
頁
。

帥
右
揖
論
文
、
七
京
。

帥

毛
h

「
勝
元
『
商
法
改
E
法
評
論
』
明
治
四
四
年
、
七
|
八
頁
。

帥
斉
藤
、
前
掲
論
文
、
七
l
八
頁
。

明
治
一
二
十
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争
帥

第
九
十
四
巻

四
え三

第
六
号

一
八
頁
。

七



明
治
一
一
干
二
年
商
法
と
評
価
損
益
論
争

ω

第
九
寸
四
巻

ω
大
阪
信
久
「
北
正
商
法
草
案
と
財
産
評
価
」
『
法
樺
新
聞
』
明
治
四
三
年
八
月
二
五
日
号
、
八
頁
。

同
片
山
、
前
掲
切
香
、
九
O
九
瓦
。

帥
佐
藤
雄
能
「
財
産
評
価
訴
問
届
(
-
三
ニ
)
」
『
東
」

九
年
一
月
号
、
四
二
頁
。

帥
片
山
、
前
掲
山
明
書
、
九

O
三
頁
。

伺
宅
戸
、
前
掲
書
、
九
百
。

帥
毛
戸
、
前
掲
書
、
二
頁
。

伺
佐
藤
「
財
産
評
価
法
問
題
〔
宜
)
」
『
東
京
経
済
弾
品
』
明
治
四
三
年
七
月
一
主
日
号
、
一
人
頁
。

伺
阿
部
事
臓
(
明
治
生
命
保
険
金
社
社
長
)
「
商
法
改
正
恵
見
」
『
東
京
経
済
雑
誌
』
明
治
四
四
年
一
月
一
四
日
号
、
五
九
頁
。

輔
宅
戸
、
前
損
書
一
一
直
。

四
己

第
六
号

ノ¥


